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中央一丁目交差点道路陥没事故に伴う避難区域・警戒区域等

について（２月２日正午現在） 

 

１ 避難区域を設定（２月２日正午現在） 

埼玉県から、道路陥没拡大の恐れがある区域を「避難区域」に設定した

との連絡がありました。 

避難区域は、道路陥没地点の中心から半径 31.5メートルの範囲で、別

添「避難区域及び警戒区域図」の赤い円内を参照してください。 

この「避難区域」のお住まいの方には、埼玉県が個別に避難を要請しま

す。 

なお、この件につきましては、埼玉県へお問い合わせください。 

 問い合わせ先：埼玉県下水道局下水道事業課 電話 048‐830‐5448 

 

２ 警戒区域を縮小（２月２日正午現在） 

埼玉県の避難区域の設定を受け、避難区域に近隣する道路陥没地点の

中心から半径 50メートルの範囲を八潮市において「警戒区域」に改めま

した。警戒区域は別添「避難区域及び警戒区域図」の青い点線円内です。 

また、都市ガスの漏れについては、東京ガスにおいて安全対策を行い、

都市ガスの使用については、安全性が確保されています。 

 

３ 一時的避難場所の変更（２月２日午後３時～）  

 一時的避難場所を八潮中学校体育館から、エイトアリーナ（鶴ケ曽根体

育館）に変更します。 

埼玉県から陥没拡大の恐れがある区域を「避難区域」に設定したとの

連絡がありました。これにより、警戒区域を縮小します。 

また、一時的避難場所を鶴ケ曽根体育館に変更します。 
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